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■市税に関するお問い合わせ先

最後までお読みいただきましてありがとうございます。
お読みになったご感想やご意見をお寄せください。

福岡市財政局税制課
発行・編集 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号

TEL：711-4202　　FAX：733-5598
E-Mail：zeisei.FB@city.fukuoka.lg.jp
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課（係）の名称、主な業務 FAX番号
６３２-４９７０
４７６-５１８８
７１４-４２３１
５１１-３６５２
８４１-２１４５
８４１-２１８５
８８３-８５６５
６３２-４９７０
４７６-５１８８
７１４-４２３１
５１１-３６５２
８４１-２１４５
８４１-２１８５
８８３-８５６５

・市税に関する証明の発行・交付
・軽自動車税の課税
・申告などの手続き（原付バイク等
 の車両登録や廃車の手続き）

課税課（管理係）

・個人の市県民税の申告、課税
 （普通徴収、公的年金からの
  特別徴収）

課税課（市民税係）

課（係）の名称、主な業務

課税課
（固定資産税土地係・家屋係）

納税課

・固定資産税（土地・家屋）・都市計画
税の課税

・字図（地番参考図）・路線価・名寄
帳の閲覧

・個人市県民税や固定資産税、
軽自動車税の納税相談

・上記税目に係る市税の滞納に
関すること

８

検索福岡市　市税

市税に関するさまざまな情報は福岡市ホームページからも
ご覧いただけます。

区　名 区　名電話番号
東　区
博多区
中央区
南　区
城南区
早良区
西　区
東　区
博多区
中央区
南　区
城南区
早良区
西　区

６４５-１０２１
４１９-１０２２
７１８-１０４９
５５９-５０３１
８３３-４０２４
８３３-４３１８
８９５-７０１３
６４５-１０２６
４１９-１０２７
７１８-１０３８
５５９-５０４１
８３３-４０３２
８３３-４３２０
８９５-７０１７

FAX番号
６３２-４９７０
４７６-５１８８
７１４-４２３１
５１１-３６５２
８４１-２１４５
８４１-２１８５
８８３-８５６５
６３２-４９７０
４７６-５１８８
７１４-４２３１
５１１-３６５２
８４１-２１４５
８４１-２１８５
８８３-８５６５

電話番号
東　区
博多区
中央区
南　区
城南区
早良区
西　区
東　区
博多区
中央区
南　区
城南区
早良区
西　区

６４５-１０３１
４１９-１０３２
７１８-１０４５
５５９-５０５１
８３３-４０３６
８３３-４３２６
８９５-７０１９
６４５-１０２２
４１９-１０２３
７１８-１０２８
５５９-５１６９
８３３-４０２６
８３３-４３１７
８９５-７０１４

市
役
所
の
窓
口

課（係）の名称、主な業務 FAX番号電話番号

福岡市税証明郵送請求センター

※老人配偶者控除（70歳以上）については、①38万円 ②26万円 ③13万円

（ ）内は給与のみの場合の収入金額（単位：万円）
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配偶者の給与収入
（合計所得金額）（万円）

（万円）

◯納税者本人の給与収入が
1,120万円以下の場合

（合計所得金額が900万円以下の場合）

＜改正のイメージ＞

納税者本人の受ける控除額

■個人市県民税の特別徴収を推進しています 《県内一斉》

個人市県民税（給与から）の特別徴収とは
　所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者（事業主）が従業員の毎月の給
与から個人市県民税を差し引き、従業員に代わって市町村ごとに納めて
いただく制度です。

対象者 原則、全従業員が対象になります。
※下記の条件にあてはまる従業員は、事業主からの申請により
　対象から除外することもできます。

　上記の従業員を除外した結果、対象となる従業員が２名以下になる場合は、
申請により給与からの特別徴収を行わないこともできます。

従業員の方のメリット
●銀行などで自分で納付する必要がなく、納付忘れを防げます。
●納付回数が年４回から年12回になり、１回あたりの負担が減ります。

事業主の皆様へ

①退職またはその年の５月31日までに退職予定の従業員
②給与の支払のない月がある従業員
③年間給与の支払金額が93万円以下の従業員
④他の事業所から特別徴収されている従業員（所得税源泉徴収の乙欄
　該当者）
⑤事業専従者（個人事業主の場合のみ）
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■個人市県民税の控除が見直されます1

給与所得者の方の
個人市県民税は
原則  特別徴収
となります。

●県内全市町村と連携して特別徴収未実施の
事業主を対象に、平成29年度分から一斉に
特別徴収義務者の指定を行っています。

●すでに特別徴収を実施している事業主で、
一部の従業員を普通徴収としている場合
も、特別徴収への切替を推進しています。

■個人の市民税と県民税の税率が変わります6

■たばこ税の税率が変わります７

　給与等の収入金額が1,000万円超の部分について、下表のとおり給与所得控除額の上限が引き下げられます。
　（1,000万円以下の部分については変更はありません。）

給与等の収入金額
（給与所得の源泉徴収票の支払額）

給与所得控除額
【平成29年度】 【平成30年度から】

1,000万円超1,200万円以下
1,200万円超

収入金額×５％＋170万円
230万円（上限） 220万円（上限）

（１） 給与所得控除の見直し（平成30年度から）

　配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けられる所得の要件が、下記のとおり見直されます。

（２） 配偶者控除・配偶者特別控除の見直し（平成31年度から）

○配 偶 者 控 除：納税者本人の 合計所得金額が1,000万円以下 で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円以下
（現　行：納税者本人の 合計所得金額の制限なし ）

○配偶者特別控除：納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下
（現　行：配偶者の 合計所得金額は38万円超76万円未満 ）たばこ税の税率が下表のとおり改正されました。

※旧３級品とは、わかば、しんせい、エコーなどです。
※加熱式たばこの課税方式が、平成30年10月１日から平成34年10月１日までの間で５段階に分けて見直されます。

　市立の小学校・中学校・特別支援学校等の教職員制度に係
るさまざまな権限が道府県から政令指定都市に移譲され、教
職員の給与等についても、従来の道府県に代わって政令指定
都市が負担することになりました。
　この財源措置として、平成30年度の個人市県民税より、政
令指定都市に住所を有する方の所得割の税率が、右表のよう
に変更になります。
※税率が変更になっても、個人市県民税額の合計は原則変わ

りません。
　これに伴い、所得証明書（課税証明書・非課税証明書）につ
いては、上段に変更後の税率で算出した税額を、下段に参考と
して変更前の税率で算出した税額を、２段書きで記載する様
式に変更となります。

改正時期
現　　　　　　　行
平成30年10月１日
平成31年10月１日
平成32年10月１日
平成33年10月１日

市町村たばこ税

5,262円
5,692円 4,000円 6,982円

7,552円 5,312円 12,244円
13,244円 9,312円

5,692円
6,122円
6,552円

7,552円
8,122円
8,692円

13,244円
14,244円
15,244円

国・県たばこ税 たばこ税 合計
旧３級品以外 旧３級品以外 旧３級品以外旧３級品 旧３級品 旧３級品

（1,000本あたり）

※分離課税等に係る税率割合や、税額控除等の割合についても、県
民税２：市民税８の割合になります。

※退職所得の分離課税に係る所得割の税率については、当分の間、
現行どおり県民税４：市民税６の割合となります。

税　率

県民税

市民税

合　計

４％

６％

10％

２％

８％

10％

平成29年度まで 平成30年度から
▲２％

＋２％

増減なし

▲２％

＋２％

増減なし

【新様式の所得証明書】

参考に変更前の税率で算出
した税額を記載します。

＋3,000円
（１本あたり３円）

福岡市内で
購入されたたばこは、

福岡市の税収入になります。
たばこは市内で
買いましょう！




